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東部家畜保健衛生所 Tel.0475-52-4101  
※夜間・休日は転送されますので、必ず５回以上コールしてください

各農場における飼養衛生管理を徹底し、異常鶏を早期に発見・早期に通報していただく
ために、下記の２つの報告をお願いしていますが、報告②の様式が変更になりましたので、
新様式をお送りします。

報告① 死亡鶏の羽数報告

報告② 飼養衛生管理基準（重点7項目）

報告①②ともに、月曜～日曜までの状況を、
翌週の月曜日に FAX ／ メール／ 電話で

報告 してください。

・FAX（０４７５-５２-３３３５） ・メール（toubukaho@mz.pref.chiba.lg.jp）
・TEL（０４７５-５２-４１０１）
※電子ファイルが必要な方はお送りしますのでご連絡をお願いします。
★御報告が無い場合は、お電話をする場合があります。
御協力、よろしくお願いいたします！！

既存の様式をお使いください。

新しい様式をお送りします。
お手数おかけしますが、農場ごとに毎週確認し、
毎週報告を願いします。

７項目点検の提出書類様式（報告②）が変わりました！
７月４日（月）より、毎週月曜日に下記様式での報告
をお願いします。

要報告

定期報告書の提出をお願いします！
まだ提出していない方は、お手数ですが必要事項を

記入のうえ、添付書類とともに東部家畜保健衛生所ま
でご提出をよろしくお願いいたします。

報告②



年月日 令和  年   月   日

市町村　　 生産者名

衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等

衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用

衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等

家きん舎に立ち入る者の手指消毒等

家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用

野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕

ねずみ及び害虫の駆除

消石灰散布（農場入口に石灰帯を作成）

踏み込み消毒槽点検（定期的に交換、補充）

整理・清掃（畜舎周囲の不要品の片づけ・除草）

☝ 確認済項目にチェック✔を記入してください
★ FAX、TEL、メールでご連絡ください。

発生リスクが高まっています！昨シーズンを思い出してください！

下記項目を毎週確認・再徹底してください！

高病原性鳥インフルエンザを発生させないための基本の対策です。

死亡羽数の報告に合わせて、家畜保健衛生所に報告をお願いします！

【毎週報告】７項目の点検、消毒のチェック、

死亡羽数の報告を！

提出＆お問合せ先は、東部家畜保健衛生所
TEL０４７５－５２－４１０１ ＦＡＸ０４７５－５２－３３３５

メール toubukaho@mz.pref.chiba.lg.jp

◎７項目の点検◎

◎消毒のチェック◎


